
会員各位

特別会員各位

平素より本会の運営にご協力を賜りありがとうビざいます。

今般、標記につきまして下記の通り、中小企業組合や組合員を対象とした補助金の公募が閉始さ

れましたので、ご案内申し上げます。

また、以下の事業以外にも中小企業組合や組合員を対象とした事業が公募等されています。本

会のホームページにおいてご案内しておりますので、ビ参考いただき組合員にも情報提供等周知い

ただきますよう船願い申し上げます。

京都府の補助金公募開始等のご案内

~働きやすい職場づくりに向けて、人材確保・定着のための魅力ある職場づくりをサポート~

【本会実施】

1.就労・奨学金返済一体型支援事業補助金

2.就労環境改善サポート補助金

事務連

令和7年4月2

京都府中小企業団体中央会

【京都府実施】

3.多様な働き方推進事業費補助金

①誰もが働きやすい職場づくりコース/病児保育コース/育児休業取得促進コース

(京都府商工労働観光部労働政策室昼075-6詑-8925)

②テレワーク=ース (京都企業人材確保センター短075-6訟-8948)

絡

8日

/)

※各事業の補助対象内容・対象者・経費、申請方法等の概要は、同封のチラシをご参照下さい。

※本会が実施する事業は、上記の1及び2の事業です。

補助金募集要項等につきましては、ホームページにてビ案内しております。

※3及ぴ4の事業については、京都府の実施ですので、それぞれ上記の窓口まで翁問合せ下さい。
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京都府中小企業団体中央会

フ.4. n

00

【本部】
【北部事務所】

(htt s://WWW. chuokai-k oto 0τ

昼075-708-3701

器0773-76-0759
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就労・奨学金返済一体型支援事業

従業員の奨学金返済を支援して人材の確保・定着につなげませんか?

奨学金返済支援制度
導入企業募集案内

呼ヲψ奨学金返済支援制度とは?

中小企業の事業主の皆様へ

企業等が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支絵することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
京都府と京都府中小企業団体中央会は、この制度を違入する中小企業等をサポートする事業を実施してぃます。

京都府内の中小企業などの308社が導入してぃます!(令和7年4月旧現在)

導入するメリットは?

^人材確保・定着
長期雇用が見込める若年人材の確保と髄職率の低滅につながります。

^企業イメージの向上
従業員を大切にする企業という印象につながり、企業の魅力がアップします,

^従業員のモチベーシヨン向上
帰属意識を高めるとともに自己啓発の動機づけの効果が期待できます.

図'法人税の課税負担軽減
給与として損金算入できるほか、賃上げ促進税制の対象になリ得ます.

邸京都府補助事業

^補助金で支援額の一部を助成

令和7年4月

補助率

ν2

制度導入に向けたサポート

京都府のサボートメニユ ^

J

奨学金を借りている学生の
採用に繋がった!

▲

弔

崇詳しくは裏面をご覧ください。

奨学金返済支援制度の検討や社内規程

整備に向けた出張相談を実施しています。

.

1 補助期問

最長6年問

導入企業の声

制度導入企業をPRします!

若手採用に向けた企業PRとして
制度を活用しています。

STEP^

京都府HP、公式SNS、チラシ等で学生・

求職者に導入企業として紹介します。

社内規程の整備

ホームページに

規程例を

掲載しています

鴎争含習罰寓紐田園の遜《鴎@@4}団口国⑦@

制度があったことが献職の
決め手の1つになりました!

奨学金返済遵入企業京都府

,▼京都府制度融資による金利優遇

P胴鄭'如翫畷

」

回向

回.、;'

従業員の声

奨学金の返済で悩むことなく

日常業務に専念できてぃます。

STEP^

邸

社内規程を
京都府へ送付

(事前確認)

奨学余を利用してぃる

まずはお気軽に裏面『お問い合わせ先ほでお問い合わせください!

、

があります!

STEP^

0

、

社内規程を
所轄労働基準
監督署へ提出

尋
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STEP^

補助対象者

登録申請
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就労・奨学金返済一体型支援事業補助金のこ案内

補助対象となる中小企業等
京都府内に事業所があり、従業員への奨学金返済支援制度を設けている中小企業等

中小企業等経営強化法に定める中小企業者、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人(一般'仏益)、

財団法人(一般.公益)、きょうと福祉人材育成認証制度による認証又は「京都モデル」ワーク,ライフ'バランス推進企業認証を

受けてぃる者のうち会社以外の者等

上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者

●正社員であること

@当該企業において正社員となってから6年以内で
あること(中途採用含む)

支援対象者

@受給した奨学金を本人が返済中であること

0府内事業所に勤務していること

以下のいずれか低い額となります。
■ノ、

(年齢制限なし)

^

正牡員となってから1年自~3年目

正社員となってから4年目~6年目

向

(伊D従業員の年閻返済額20万円、企業の年間手当額18万円の場合

補助額

.

、

h

0'

2万円

■●
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支援対象期閻

企業の負担額

1

上隈9万円/人・年

'

9万円

濠正社員となった日以降に返済猶予期間がある場合は、

初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月から起算

正社員1人につき

上限6万円/人・年

凪突@皐固

登録期問

令和7年4月1日(知~令和7年12月26日(金)

,

9万円

申請期間

令和8年1月5日明)~令和8年1月30日(金)

詳細は、京都府中小企業団体中央会
ホームページをご覧下さい。

https://WWW.chuokai・kyoto.or.jp/auide/jo$ev

随時
~令和 7年12月26日(金)

奨学金返済支援制度の導入に関するお問い合わせ

京都府中小企業団体中央会

TEL:075-708-370I FAX心乃・708-3725

申請方法

概ね2週間以内
または

明3旧のいずれか乳旧

回.回

回

お問い合わせ先

京都府商工労働観光部労働政策室

TEL:075-682-8925

Ema 11: rodoselsaku@pref,kyoto.1合.jp

」

補助金に関するお問い合わせ

冷1脂年桐5日(
~拐30日【金)
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、 就労環境を改善して
誰もが働きやすい職場へ!

;゛で'、

補助対象経費
(1)就業規則の作成又は見直しに関する経費

(2)従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する経費

1
1!
」、 i:1
^

(3)就労環境の改善のための設備導入に関する経費

1補助対象となる経費の例1

・暑熱対策のためのエアコン、スポットクーラー及ぴ

屋外作業者用のファン付き作業着の導入経費

・寒冷対策のためのエアコン、ストーブ及ぴヒーター付
作業着の導入経費

・身体的負担軽減や臭気抑制のための従業員用トイレ
の改修経費

1

凡

".

.........,

!

垂^令和7年4月28日(月)~5月30日(金)【当日必着】
※補助金は予算の範囲内で交付するため、希望された金額を交付できない場合がありますので、こ7承願います。

旺玉^補助対象経費の2分の1以内(上限:20万円)

卵 ^京都府中小企業団体中央会実施京都府補助事業

1

・社会保険労務士への委託経費

・タイムレコーダーの導入経費

・勤怠管理システムの導入経費

J

"'J ,.,....ン・4".、',,!,、、ー・.ー・'U・1'゛.,.'..

・従業員の換気対策のための換気扇の導入経費

・従業員の感染症等対策のための空気清浄機の導入経費

・粉塵による健康不安対策のための集塵機の設置経費

・作業内容に応じた適切な照度を確保するためのLED
照明器具の導入経費

棄ただし、就業規則の作成又は見直しについては、その他の規程等の作成を含み、10万円が補助上限額となります。
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就労環境改善サポ・ート補助金
1 趣旨
長時問労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業者等に補助金を交付し、府内企業の就労環境の改善を支援

2 補助対象者
京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険の適用事業場で、以下のア~土のいずれかに該当し、長時間労働の疋正や年;人有給休暇の取1ザ促進、
就労環境改善等の取り組みを行うもの。
ただし、週去3年問(令和4年度~令和6年度)1こ本補助金を受給した事業者は交付の対象となりません0
侠みなし大企業に該当しないもの及び国又は地方公共団体から出資を受けていないものに限る0)
ア中小企業者等で下表に掲げるもの

1であり、かつ、上記①~⑧の業種区分に基づき、1⑪社団法人(一般・公益)
1その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

直■直」■■■■■一■■一■.ー.■..ー..、.■、.■、■■■■■■■■■■冒'、冒冒+弔.■巨.■巨.■■■」■■一■.一■■........、.■■.■■■■,■冒,..

巨.■巨.■巨■■■■■一■■■.■.....ー..■.■.■■■■■■■■■,■■,●1、11◆雫直◆■直■■■■■■■■■■■■一■......、..■..■..■冒■■冒■■■一,^

」込、-L」1.

ア~ウに掲げるもののほか、特に中央会が認めるもの

3 補助対象期問(京都府内の事業所において実施される取組が対象となります0)
交付決定日(事前着手日)~令和7年12月31日(木)

きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
「京都モデル」ワーク.ライフ.バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの

申請者

就労環境改善サポートアドバイザー派遣により、就労環境の改善に向けたアドバイスを受ける【任意】
京都府社会保険労務士会 TEL075-417、恰81 FAX075-417・1880
※申請書は京都府中小企業団体中央会のホームページからダウンロードできます0

C

京都府中小企業団体中央会に交付申諸書等を提出
※令和7年5月30日(金)までに、簡易書留、レターパック、特定記録郵便など追跡が可能な記録が残る方法にて提出願います0

晶

事業内容、効果にっいて意見聴取会(審査会)において審査し、採択または不採択の通知をします0
採択の場合は、交村決定を行います。必25社程度採択予定

C,

事業を実施し、効果を確認の上、京都府中小企業団体中央会に実績報告書等を提出
※就労環境の改善のための設備導入に関する申請にあたっては、1つ以上の「成果目標」を設定いただき、その達成状況にっいて2週間以上の
期問において効果を測定の上、実績報告害に記裁してください。

C,

実績報告書等の内容を確認し、補助金の金額確定(精算払)

申請者

中史会
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職場づくりコース

.時間単位の年次有給休暇制度の導入等
仕事と生活(育児・介護)の両立支援のための就業規
則等社内制度の整備

.労働生産性の向上による長時間労働の削減にっ
ながる機器、ソフトゥエアの導入

.託児スペースの整備

.多様な働き方の理解促進に向けた研修・セミナーの実施

.就業規則、業務マニュアル等の翻訳

ノ
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,

驫6d卵"
.外国人従業員の日本語学習サービスの利用等.',.
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.病児対応の子連れ出勤スペースの設置

.ベビーシッターの派遣

.子の看護等休暇制度の整備

病児保育コー'ス
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.テレワークの実施・推進のための

情報通信機器(パソコン笥の導入

.テレワークに関する就業規則、社内規則の整備

.テレワークに関する研修等の実施 等
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テレワークコース
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新たに実施する取組を発信し、人材確保にっなげるための求人広告の出稿企業説明会への出展も支援します!※

」
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※テレワークコースは除く
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育児休業取得促進コース

1

1

.育児休業取得促進のための就業規則・
賃金規程の改正

.育児休業取得促進のための研修・セミナーの実施
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補助上限額・補助率

誰もが働きゃすい職場づくりコース※1 ※2

2 病児保育コース※2

3 育児休業取得促進コース※2

4

1~3コースの取組を発信し、人材確保に繋げるための求人媒体への掲纖、企業説明会への出展等崇2

テレワークコース

楽1時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かっ効果測定期間における年次有給休教取得率の10%上昇を逢成した場口は【補助上限額】100万円【補助率】
峯2複数事業者が共伺で事業実施、休暇制度の改正」は50万円が上限)

'.ー゛^

京都府内に事業所を有し、かっ、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行うものであって、以下のいずれかに該当するもの
(みなし大企業に該当しないもの及ぴ国または地方公共団体から出費を受けていないもの1こ限る0)

ア業種区分に応じて四または回を満たすもの(個人事業を含む)。その他の法人は、区分に応じて回を満たすもの

コース名

病児対応の子連れ出勤スペースの設置

ベピーシッターの派遣

子の看護等休暇制度の改正

①製造業、建設業、運輸業

②卸売業

③サービス(ソフトゥエア業、情報処理サーピス業、旅館業を除く)

補助上限額

④小売業

50万円

⑤ゴム製品製造業
値動車又は航空機用タイヤ及ぴチュープ製造業並ぴに工来用べルト製造を除く)

100万円

業種区分

10万円

⑥ソフトゥエア業又は情報処理サービス業

中小企業等

15万円

⑦旅館業

50万円

補助率

⑧その他の業種(上記以外)

50万円

',,._"1.1..r・i,ん,.゛.'「、'型.τ'.●

,ピ,,,、・,.{、'、・",・'.゛ー,,゛~.'・"iそ.のの・,,'4'1.';"・"別J'

小規模企業者

※3

1/2

⑨組合、連合会

⑩医療法人、学校法人、社会福祉法人

⑪社団法人(一般・公益)

四資本金基準
(責本の額又は出資の総割

2/3

⑫財団法人(一般・公益)

3億円以下

⑬特定非営利活動法人

イきょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ「京都モデル」ワーク.ライフ.パランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以舛のもの

1億円以下

エア、イ、及ぴウに掲げるもののほか、特に京都府が認めるもの

5.000万円以下

,補助対段期問1・

5,000万円以下

1仁■

3億円以下

回従粗郵
(常時使用する従業員の数)

';ゞ'靖.、1声じ:・'
.,4r:;・t 部'ヰ首"、て'.'ーゞ1

气
、

1

.

3億円以下

1

300人以下

1

J

,

1

4 .^

5.000万円以下

100人以下

交付決定日~令和8年2月28日(土)※期限までに、経費の支払いも含め事業を完了することが必要です0

^

3億円以下

100人以下
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50人以下

ー'π.' J 、 1

1誰もが働きゃすい職場づくりコース、'病児保音コーズ、育児休業取得促進コ」ス1
京都府商土労働観光部労働政策室'、0ブ5石82-8今25,'弌'、y"..i 'ー・'・"'.'
〒601.804ナ京都市南区東九条下殿由町70京都デルサ東iE2F受付時問:平白9時ヤ17時

'

1 .:.'

^

中小企業等経営剃ヒ法第2条痢項第6号から第8号に規定される相合及ぴ連合会

J

900人以下

1

常時使用する従業員の数が10ON以下の者

、

1.テレワークコース】
、

1.1 '

ιJ ゛.戸

京都企業人材確保センター.・t゛075・682・8948
1

〒601-8047京都市南区東九条下殿田町70京都テルサ東館2F'受付時間:平日9時~17時

300人以下

直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かっ、①、一動の業種
区分に基づき、モの主たる業種に記載の従業員規模以下の者

200人以下

300人以下

①~⑥の業種区分に基づき、その主たる業種に記戦の従業員規摸以下の者
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